
 

那覇市内の福祉・ボランティア団体関係者の皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉活動事業を予定している那覇市で活動している団体※１に 

事業に必要な経費を※2「那覇市地域福祉基金」より補助※3します。 

補助を希望される団体は、必要書類を揃えて下記問い合わせ先へご提出ください。 

【令和 5年度の補助事業】生活困窮世帯への食糧配付、naha昭和漫画図書館を活用した課 

題を抱える人たちの地域交流事業、高齢者筋トレ教室、盲学校へ寄贈する拡大本の製作等 

１ 募 集 期 間：  令和 6年４月 1日（月）～ 5 月 31日（金） 

２ 提出書類：※様式等データは、那覇市ホームページ「那覇市地域福祉基金」参照。 

 (1)那覇市地域福祉基金事業補助金交付申請書･･･第１号様式 

(2)那覇市地域福祉基金補助事業計画書･･･別紙１（第 1号様式添付書類） 

(3)那覇市地域福祉基金補助事業収支予算書･･･別紙 2（第１号様式添付書類） 

(4)添付書類 

①申請団体の令和 6年度事業計画書、②申請団体の令和 6年度収支予算（見込）書、 

③申請団体の令和 5年度収支予算決算書、➃申請団体の定款又は会則 

３ 問い合わせ・提出先： 那覇市役所 2階２０番窓口 福祉部 福祉政策課 

     電話：８６２－９００２、FAX：８６２－０３８３ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

※１：那覇市内における社会福祉活動の実績が 1年以上ある、会則等を具備している団体（ボランティ

ア団体、NPO 法人、自治会等も含みます）。ただし、営利団体等は除く。 

※２：１事業あたりの交付限度額は５０万円です。(令和 6 年度予算額 270 万円の範囲内で助成) 

※３：補助金申請を受け、団体によるプレゼンテーションを実施し、那覇市地域福祉基金運営委員会にて

交付対象事業を選定します。また、国や県から公的補助を受けている事業や営利団体は補助対象外

ですので、ご注意ください。 

 

★詳細は、ＱＲコードからご覧ください 



 

那覇市地域福祉基金補助事業決定・補助金交付・確定までのスケジュール（予定） 

 

 

４月上旬      なは市民の友およびホームページにて募集 

 

４月１日 

～５月３１日：補助金交付申請書受付期間 

 

７月上旬      ：プレゼンテーション実施・事業内容の質疑応答 

          （申請書、プレゼンテーション内容をもとに質問いたします。） 

        ：那覇市地域福祉基金運営委員会にて事業選定。 

          （書面審査及びプレゼン審査のうえ、補助事業を選定） 

 

７月中旬      ：市より補助金交付決定通知 

 

          ：交付決定団体への説明会 

 

８月上旬      ：概算払い希望団体へ補助金交付 

 

～  年 度 内 で 各 団 体 の 地 域 福 祉 基 金 補 助 金 を 活 用 し た 事 業 活 動 の 実 施 ～ 

 

事業終了後 

または２月末   ：事業報告書の提出、精算（戻入等） 

 

  

 

補助対象経費 

１ 謝礼金（講師謝礼金、委員謝礼金） 

  外部講師については時給１万円、内部講師については時給３千円を限度額とする。 

２ 報償費 

３ 旅 費（費用弁償、普通旅費） 

  合理的経路を用いて要する公共交通機関等交通費の実費相当額。 

４ 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、食材費、原材料費） 

  食糧費については１人あたり飲料代 200 円、食事代 600 円以内とし、懇親会に対する費

用は対象外とする。 

５ 役務費（通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料） 

６ 委託料 

７ 使用料及び賃借料（家賃は除く。） 

８ 備品購入費 

  事業実施に必要不可欠な消耗品以外の物品購入費用。 

９ その他経費 

（上記以外に地域福祉基金補助事業の趣旨に沿うもので市長が特に必要と認めるもの） 

 


